
Ⅲ．生産性の向上と新需要の創出による成長力の強化  

（１）社会資本が機能することによって発現する生産性の向上や民間投資

の喚起等のストック効果を重視した社会資本整備を戦略的に推進。 

（２）訪日外国人旅行者数 2020 年 4,000 万人、2030 年 6,000 万人を目指

し、観光先進国の実現に向けた取組を強化。 

（３）PPP/PFI の推進やインフラシステムの海外展開等を通じて新たな有

望成長市場の創出を図り、民間投資やビジネス機会を拡大。 

（４）現場を支える人材の確保・育成等を図るため、賃金等の処遇改善や

女性や若者の活躍促進等による働き方改革に取り組むとともに、物流

の生産性向上や i-Construction（建設現場の生産性向上）を推進。 

（５）オリンピック・パラリンピック東京大会等に向けて適切に対応。 

 ※ 国土交通省においては、生産性向上や新たな市場の創出につながる“工夫度の高

い”先進的な取組として「生産性革命プロジェクト２０」を選定しており、引き続

き強力に推進していく。 

 

（１）ストック効果を重視した社会資本整備の戦略的な推進 

 

○「ストック効果最大化戦略」の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会資本の整備は、未来への投資であり、次の世代に引き渡す資産を形成す

るものです。我が国の人口が減少していく中においても、経済成長や安全・安

心の確保、国民生活の質の向上を持続的に実現していくためには、ストック効

果（下図参照）を最大限に発揮する社会資本整備が求められています。 

国土交通省では、ストック効果を高める工夫を、これまで以上に、社会資本

整備のあらゆるプロセスで講じることとしています。例えば、 

・ピンポイントの渋滞対策やダム再生による既存施設の有効活用 

・ハード・ソフトを総動員した防災・減災対策 

・空港コンセッションによる民間活力の最大限活用 

などの取組を進め、「賢く投資・賢く使う」を徹底することにより、ストック効

果の最大化を目指していきます。 

 



 

(a)効率的な物流ネットワークの強化 ［2,784 億円（1.28）］ 

大都市圏環状道路等の整備やピンポイント渋滞対策等を併せて推進し、交通渋滞

の緩和等による迅速・円滑で競争力の高い物流ネットワークの実現を図る。 

・ 三大都市圏環状道路等の整備の推進 

・ トラック輸送と空港・港湾等との輸送モード間の接続(物流モーダルコネクト)の強化 

・ 平常時･災害時を問わない安全･円滑な物流等のための道路ネットワーク構築等の推進 

・ ダブル連結トラックによる省人化 

・ 電子データを活用した自動審査システムの強化による特車通行許可の迅速化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産性革命プロジェクト ピンポイント渋滞対策 

人流・物流は、あらゆる生産活動の根幹です。 

効率的な渋滞対策により、有効労働時間を増加するとともに、トラックやバスの担い手不足にも

対応します。 

 

 

 

 

 

 

(H27:22回→H28：2回) 

(豊崎～門真JCT) 

〈上下線の高坂SA付近において、上り坂・サグ部等の対策を実施〉 〈写真は 高坂SA付近の渋滞状況(上り線)〉 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産性革命プロジェクト 高速道路を賢く使う料金 

近畿圏の高速道路について、より効率的に賢く使われるよう、平成 29 年 6 月より新たな料金

を導入しました。必要なネットワークの充実を図りつつ、新しい料金体系に移行することで、近畿

圏の交通の流れの最適化を目指し、高速道路を賢く使う取り組みを推進していきます。（首都圏

の高速道路については、平成 28 年 4 月に圏央道や外環をより賢く使う利用重視の新しい料金

体系を導入しています。） 

） 

 

 

 

 

生産性革命プロジェクト 道路の物流イノベーション  

深刻なドライバー不足が進行するトラック輸送について、特車許可基準を緩和し、1 台で大型ト

ラック 2 台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」の導入を図り、省人化を促進します。 

平成 28 年 11 月 22 日より、ダブル連結トラックの実験をトラック輸送の主要幹線である新東名

を中心とするフィールドで実施しているところであり、平成 29 年 8 月現在で 3 社 9 台が実験に参

加しています。実験結果を踏まえ、平成 30 年度の本格導入を目指します。 

 

 

 

 

 

 

【ダブル連結トラックによる効果】 

 

 

対距離化※※ 整理・統一※※ 

※※ 激変緩和措置を実施 

注１) 高速自動車国道(対都市近郊区間)は、名神高速の例 

注２) 消費税及びターミナルチャージを除いた場合の料金水準 

均一料金区間等 

(6㎞毎に約100円増) 

普通車 

全線利用 

円／㎞ 

36.6 
〔29.52〕 
高速自動車国道 
(大都市近郊区間) 

(注1) 

(注2) 



 

(b)都市の国際競争力の強化 ［172 億円（1.18）］ 

都市機能の集積や交通利便性の向上を図り、国際競争力強化のための大規模都市

開発プロジェクトを推進するとともに、シティセールスを強化する。 

・ 国際ビジネス拠点を支える道路や鉄道施設等の都市基盤の整備の推進 

・ 公共公益施設の再編を促進する民間都市開発事業への支援の強化 

・ 外国企業や高度外国人材を呼び込むための計画策定や国際会議施設の整備等への支援 

・ 我が国の都市の魅力や将来像等を一体的に発信する手法の構築 

 

(c)首都圏空港等の機能強化 ［191 億円（1.24）］ 

首都圏空港等において、国際競争力を強化し、経済成長を促進するため、機能強化

に必要な施設整備等を重点的に実施する。 

・ 羽田空港の飛行経路見直しに必要となる航空保安施設、誘導路等の整備 

・ 羽田空港の国際競争力強化のための駐機場、際内トンネル等の整備 

・ 成田空港におけるCIQ施設等の整備 

・ 関西空港・伊丹空港における航空保安施設の整備 

・ 中部空港におけるLCC専用ターミナルビルのCIQ施設等の整備 

・ 航空需要の増大に対応するための管制空域再編や航空保安システムの高度化等の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産性革命プロジェクト 航空インフラ革命  ～空港と管制のベストミックス～ 

訪日外国人旅行者の 9 割以上が航空機を利用して訪日するため、「訪日外国人旅行者 2020

年 4,000 万人、2030 年 6,000 万人」の目標達成には、航空交通量の処理能力拡大が極めて重要

です。このため、滑走路の増設などのハード面に加えて、飛行経路や管制運用方式の見直し、管

制空域の再編、先端技術を活用した空港運用等の航空イノベーションを推進することにより、航空

交通量の増大に対応していきます。 

 



 

(d)地方空港・地方航空ネットワークの活性化 ［470 億円（1.13）］ 

訪日外国人旅行者の受入環境整備を推進するとともに、地方航空ネットワークの

安定的な確保に向けて総合的な支援を実施する。 

・ 沖縄の更なる振興を図るための那覇空港の滑走路増設事業の推進 

・ 福岡空港の空港経営改革（コンセッション）を踏まえた滑走路増設事業の推進 

・ 新千歳空港等の利便性向上や航空機の増便対応等に資するターミナル地域の機能強化 

・ 地方空港の着陸料割引等による国際線就航促進や搭乗橋等整備による受入環境高度化 

・ 地方航空路線の維持・拡充のための官民・地域間の連携推進 

 

(e)整備新幹線の着実な整備 ［755 億円（1.00）］ 

我が国の基幹的な高速輸送体系を形成する整備新幹線について、着実に整備を進

める。 

 

(f)鉄道ネットワークの充実 ［165 億円（1.08）］ 

移動円滑化による生産性向上等のため都市鉄道ネットワークの充実や技術開発等

を推進するとともに、幹線鉄道ネットワーク等のあり方に関する調査を行う。 

・ 新線建設や貨物線の旅客線化による都市鉄道ネットワークの充実等に向けた取組推進 

・ 鉄道の生産性向上に向けたメンテナンスの効率化等の技術開発の推進 

・ 幹線鉄道ネットワークの現況や幹線鉄道等の効率的な整備手法等についての調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産性革命プロジェクト 鉄道生産性革命  ～次世代技術の展開による生産性向上～ 
 

鉄道インフラが老朽化し、メンテナンス技術者が減少する中、列車運行の安全確保のためには、効率的

なメンテナンス体制の確立が急務となっています。また、経済がグローバル化する中、都市のビジネス環

境を支え国際競争力を強化するためには、定時性の高い都市鉄道ネットワークの整備が重要です。 

このため、国土交通省として、鉄道施設のメンテナンスについて IoT などの先進技術の活用を進めると

ともに、列車遅延に対するハード面、ソフト面の総合的な取組を進めます。具体的には、鉄道技術開発費

補助金により、メンテナンスの効率化に資する技術開発等を推進するほか、「鉄道分野における新技術の

活用に関する懇談会」を活用し、新技術の横展開を促進します。 

 

 

 

 



 

(g)国際コンテナ戦略港湾等の機能強化 ［979 億円（1.17）］ 

我が国の産業競争力の強化に向け、コンテナ船の基幹航路の維持・拡大を図るとと

もに、資源・エネルギー等の安定的・効率的な海上輸送網の形成等を推進する。 

・ 国内外からの集貨、産業集積による創貨､AIターミナル等による競争力強化の推進 

・ 大型のばら積み貨物船に対応した港湾機能の強化や企業間連携による共同輸送の促進 

・ LNG燃料船の増大に対応したLNG燃料供給（バンカリング）拠点の形成促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h)地域の基幹産業の競争力強化のための港湾整備 

［134 億円（1.18）］ 

地域の雇用と所得を維持・創出するため、地域の基幹産業を支える産業物流の効率

化及び企業活動の活性化に直結する港湾施設の整備を推進する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(i)成長の基盤となる社会資本整備の総合的支援（社会資本整備総合交

付金） ［10,484 億円（1.17）］ 

港湾･空港･IC等の整備と供用時期を連携させて行われるアクセス道路等の成長基

盤の整備やPPP/PFIの活用により民間投資を誘発する取組等を重点的に支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）観光先進国の実現に向けた取組の推進 
 

(a)訪日プロモーションの抜本改革と観光産業の基幹産業化 

 ［128億円（1.30）］ 

訪日旅行の関心を高めるグローバルキャンペーンや市場別プロモーションの展開

等を実施するとともに、地域での雇用創出と生産性の高い観光産業の確立を図る。 

・ 欧米豪市場を中心に訪日旅行への関心を高めるグローバルキャンペーンの実施 

・ 国別戦略に基づくきめ細やかなプロモーションの徹底 

・    MICE誘致の国際競争力の強化、開催地の魅力向上及びプロモーションの強化 

・ 地域の魅力発信による地方への誘客の促進 

・ 宿泊業をはじめとする観光産業の生産性向上や人材育成等に向けた取組の支援 

・ 観光施策の検討・評価・改善の基盤となる観光統計の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産性革命プロジェクト 観光産業の革新  ～観光産業を我が国の基幹産業に～ 
 
平成 28 年の訪日外国人旅行者数は、史上初めて 2,000 万人を超え 2,404 万人となるとともに、そ

の旅行消費額も 3.7 兆円と過去最高となりました。観光は我が国経済を支える基盤であり、人口減少・

少子高齢化が進む中、交流人口を拡大させ、消費の活性化を図るためには、観光産業の生産性を向

上させることが必要です。このため、ICT 利活用等による宿泊業の改革、観光地域づくりの舵取り役と

なる DMO の形成・育成等による観光地経営の改革等により、観光産業の生産性向上を図ります。 

※DMO：Destination Management/Marketing Organization の略 

 

 



 

(b)「楽しい国 日本」の実現に向けた観光資源の開拓・魅力向上  

［25億円（1.12）］ 

歴史、文化だけにとどまらない潜在的観光資源等の充実を図るとともに、地方への

訪日外国人旅行者の周遊促進に資する観光地域づくり等を支援する。 

・ 夜間の観光資源、潜在的観光資源の開拓や最先端コンテンツの育成 

・ DMO等が中心となって行う広域周遊観光を促進する観光地域における取組への支援 

・ テーマ別観光に取り組む複数地域のネットワーク化を通じた新たな旅行需要の創出 

・ 地域の多様な観光資源の魅力発信に必要となる多言語解説の整備支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)世界最高水準の快適な旅行環境の実現 ［296 億円（1.33）］ 

すべての旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できるよう、訪日外国人旅行者

の滞在時の快適性向上、コミュニケーションや移動の円滑化等を推進する。 

・ 観光案内所等の機能向上や訪日ムスリム対応の支援など受入環境整備の推進 

・ 公共交通機関における多言語化や無料Wi-Fi整備、トイレ洋式化等移動円滑化の推進 

・ クルーズ船の受入環境整備の推進 

・ 地方空港におけるCIQ施設の機能強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜夜間の観光資源や潜在的観光資源、最先端コンテンツの例＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)社会資本整備と一体となった観光振興 

社会資本整備に当たり観光振興に寄与する取組を推進するとともに、観光資源と

しても社会資本の利活用を推進する。 

・ 官民の連携等による「みなとオアシス」の地域活性化の拠点としての機能強化 

・ 訪日外国人旅行者の受入環境整備を推進するための地域の拠点空港等の機能強化 

・ 広域周遊ネットワークの形成や観光地周辺の渋滞対策等による円滑なアクセスの確保 

・ ICT・AIを活用した交通需要制御などのエリア観光渋滞対策の実験・実装 

・ 高速道路ナンバリングや観光地と連携した標識改善によるわかりやすい道案内の実施 

・ 観光地の快適な空間づくりの推進のための、道路空間のオープン化、無電柱化の推進 

・ 地方自治体が策定する自転車活用推進計画に基づく自転車通行空間の整備の推進 

・ 観光案内や地域産品を活かした商品開発等の拠点としての道の駅等の活用の支援 

・ レンタカーから得られるビッグデータにより、外国人特有の事故危険箇所の特定･対策 

・ 川を活用した賑わいのある良好な水辺空間の創出とインフラツーリズムの推進 

 

 

 

生産性革命プロジェクト クルーズ新時代の実現 

～訪日クルーズ旅客 500万人の目標実現に向けて～ 

近年、我が国への大型クルーズ船の寄港が急増しており、受入環境の整備が必要となってい

ます。 

そこで、既存ストックを活用した大型クルーズ船の受入れに取り組み、世界最大のクルーズ船

の我が国港湾への寄港実現を目指すとともに、クルーズ船寄港の「お断りゼロ」の実現を目指し

ます。あわせて、平成 29 年 7 月に改正された港湾法に基づき、「国際旅客船拠点形成港湾」と

して指定された 6 港（横浜港、清水港、佐世保港、八代港、本部港及び平良港）において、官民

連携による国際クルーズの拠点形成を推進し、「訪日クルーズ旅客を 2020 年に 500 万人」の目

標※実現に積極的に取り組みます。   
※明日の日本を支える観光ビジョン（平成 28 年 3 月 30 日 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定） 

 

「国際旅客船拠点形成港湾」として指定された港湾において、

公共がクルーズ船専用の岸壁を整備するとともに、当該岸壁の優

先使用を希望するクルーズ船社が、クルーズ船の受入れに必要な

旅客ターミナルビル等の整備を行うことにより、官民が連携して

国際クルーズ拠点の形成を推進。 

①既存ストックを活用した大型クルーズ船の受入 
〈清水港〉 〈博多港〉 

②民間活力の活用 

【訪日クルーズ旅客数】 

旅客ターミナルビル(民間) 

岸壁(公共) 

クルーズ船社が整 

備し他社にも供用 

港湾管理者は優 

先的使用を許可 

注 1)法務省入国管理局の集計による外国人入国者数で概数(乗員除く)。 
注 2)1 回のクルーズで複数の港に寄港するクルーズ船の外国人旅客についても、(各
港で重複して計上するのではなく)1人の入国として計上している。 

中央ふ頭 



 

（３）民間投資やビジネス機会の拡大 
 

(a)PPP/PFI の推進 ［409億円（1.48）］ 

民間の資金やノウハウを活用した多様なPPP/PFIの推進により、民間のビジネス機

会の創出を図ることで、経済成長を促進させる。 

・ 地方公共団体の案件形成に向けた地域プラットフォームの形成や先導的事業への支援 

・ 事業間連携や広域化を促進する事業のためのモデル案件の形成支援 

・ 民間事業活動と一体的に実施する社会基盤整備の事業化検討の機動的な支援の強化 

・ 都市公園において民間事業者が行う公園施設の整備等への支援の推進 

・ 小規模な地方公共団体等による公営住宅整備に関するPPP/PFI推進の支援 

・ PPP/PFIを活用した公的賃貸住宅団地の再生・福祉拠点化の推進 

・ コンセッション方式の活用による空港経営改革の推進 

・ PPP/PFI手法の導入や広域化による持続的な下水道事業の推進 

・ 民間の技術を活用した下水道施設のエネルギー拠点化の推進 

・ 都市再生と連携した首都高再生の検討や特区による公社有料道路コンセッションの推進 
・ PFI手法を活用した無電柱化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産性革命プロジェクト 下水道イノベーション  ～“日本産資源”創出戦略～ 

下水汚泥は、バイオガス、汚泥燃料、肥料等の多様な資源として活用できる「日本産資源」です。

平成 28 年度には、汚泥のバイオガス発電施設等が新たに 19 箇所で稼働し、累計で 111 箇所とな

るなど、これらの資源を積極的に活用する取組が大きく前進しています。今後も、下水汚泥を徹底的

に活用し、下水道施設のエネルギー拠点化を図るとともに、農業の生産性向上に大きく貢献します。 

 

 

 

● 年間約200億円相当のエネルギーを、 

化石燃料に代わって下水汚泥から生産 

＜汚泥のポテンシャル＞ 

※全国の下水処理場で発生する汚泥は、約110万世帯分の電力 
を発電するエネルギーを保有 

※下水処理場に流入するリン全量を農業利用すれば、 

海外からの輸入するリンの約10％(約 120億円/年)相当の 
削減に貢献 

＜プロジェクト推進のための国土交通省の取組＞ 
○ 地域バイオマスを下水処理場で受け入れる際の 
技術的事項や事業採算性等に関するマニュアルの 
策定(平成29年3月)や受け入れ施設の整備に対 
する支援(平成30年度概算要求事項)等により、下 
水道施設のエネルギー拠点化を推進。 

＜プロジェクト推進のための国土交通省の取組＞ 
○ 下水道発食材の愛称『じゅんかん育ち』(平成29年4月 
決定)のPR等を通じた下水道由来肥料等の利用を促進。 

○ BISTRO下水道の優良取組・効果等の発信、メディエーター 
(仲介役)を介した農業関係者と下水道事業者の連携を促進。 

○ 民間主導のバイオガス発電等を促進。 
○ 地域のバイオマスを集約し、スケールメリットを発現 
 (平成 29 年 10 月に豊橋市にてバイオマスの集約利用

施設が稼働予定)。 

○ 下水道由来肥料の印象革命により下水道発で農業におけ
る生産性を向上(収量増、肥料代削減)。 

【豊橋市におけるPFI手法を用いた下水汚泥と地域バイオマスの利活用のイメージ】 

【下水汚泥肥料の活用効果(佐賀市の農家の事例)】 
【下水道由来肥料等 

で育てた作物のPR】 

【2020年までの目標】 
● 徹底的な活用で、下水汚泥のエネルギー・農業 
利用率を、約26%(現状)から約40%に向上 平成24年度 

(化学肥料を活用) 

平成27年度 

(下水汚泥肥料を活用) 



 

(b)不動産市場の活性化に向けた環境整備 ［119 億円（1.04）］ 

地籍整備や地価公示、不動産の取引価格等の情報整備・提供により、土地や不動産

の利活用や流通の活性化に向けた環境を整備する。 

・ インフラ整備や防災対策、都市開発等に資する地籍整備の推進 

・ 不動産取引の指標、課税評価の基準等となる地価公示の着実な実施 

・ 不動産市場の透明性向上・活性化に向けた不動産の取引価格や価格指標等の提供 

・ 不動産証券化手法を活用した地域振興のための事業者ネットワークの形成促進 

・ 環境性、快適性等に優れた不動産への投資促進に向けた評価制度構築等の環境整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産性革命プロジェクト 不動産最適活用の促進  

～土地・不動産への再生投資と市場の拡大～ 

我が国では、高性能なオフィスビルや宿泊施設等への需要が拡大しています。これらの需要に対

応するとともに、地域の稼ぐ力を高め経済成長を支える良質な不動産ストックの形成を促進するため、

国土交通省においては、低未利用となっている不動産への再生投資や流通の活性化に取り組んで

いきます。 

第 193 回国会では、小規模不動産特定共同事業の登録制度の創設やクラウドファンディングを活

用するための環境整備を主な内容とする「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」が成立

し、これにより小口投資を活用した空き家・空き店舗の再生等に取り組んでいきます。また、全国版空

き家・空き地バンクの構築や空き家等の流通促進に取り組む団体等への支援、地価公示情報や不動

産取引価格情報等の不動産情報の充実に取り組んでいます。 

今後は、平成 29 年 6 月に策定した「不動産投資市場の成長に向けたアクションプラン」に基づき、

2020 年頃までにリート等の資産総額を約 30 兆円にするとの目標の達成に向けて、CRE（企業不動

産）やリート市場の改革等の取組を加速していきます。 

 

 



 

(c)インフラシステム輸出の戦略的拡大 ［43億円（1.22）］ 

「インフラシステム輸出戦略」や「国土交通省インフラシステム海外展開行動計

画」等に基づき、インフラ海外展開を一層強化し、我が国企業の受注増加を目指す。 

（「川上」からの参画・情報発信） 

・ トップセールス、相手国要人の招請、セミナー開催、研修等の戦略的展開 

・ 国際機関や在京大使館等と連携した情報発信の強化 

・ 相手国の都市・交通マスタープラン等に関する案件発掘・形成等の推進 

・ 相手国の課題やニーズに応じた提案型プロジェクトの展開 

・ 新技術等を活用した新たなインフラ海外展開に向けた取組 

・ インフラメンテナンスの海外展開の促進 

（インフラ海外展開に取り組む企業の支援） 

・ 官民連携によるプロジェクトの受注拡大に向けた枠組みの構築・展開 

・ 我が国の中小企業等が有する優れた技術の海外展開支援 

・ 我が国企業の現地における実証実験（パイロットプロジェクト）の支援 

（ソフトインフラの展開と人材育成） 

・ 相手国の制度構築・人材育成の一体的・効果的実施 

・ 我が国の技術、規格、制度等の国際標準化の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

生産性革命プロジェクト 「質の高いインフラ」の海外展開 

～巨大市場を日本の起爆剤に～ 

インフラシステムの海外展開の推進によって、我が国の企業がより大きな国際市場へ参入し、国

際競争力の強化を図ることが重要です。さらに、IoT などを活用したインフラの導入によって国内

事業の生産性向上にもつながります。 

国土交通省では、我が国企業によるインフラシステム受注に向けて、「国土交通省インフラシス

テム海外展開行動計画 2017」に基づき、我が国企業が関心を有する今後 3～4 年間に入札が見

込まれる重点プロジェクトへの政務によるトップセールス等の取組を精力的に実施しています。平

成 29 年 5 月には、石井大臣がマレーシアを訪問し、ラーマン首相府大臣等に対し、マレーシア・

シンガポール高速鉄道計画について、我が国の新幹線の優位性、人材育成・技術移転、現地企

業との協働の方針について説明し、先方からは高い関心と評価が示されました。 

引き続き、政府全体としての目標である「我が国企業の 2020 年における約 30 兆円（2010 年：

約 10 兆円、2015 年：約 20 兆円）のインフラシステム受注」を目指していきます。 

 

 

 石井大臣とマレーシア国ラーマン首相府大臣との会談（平成29年５月） 

都市間特急車両更新プロジェクト（イギリス） 



 

(d)海洋開発等の戦略的な推進、造船・海運の技術革新の推進   

（j-Ocean、i-Shipping） ［169 億円（1.18）］ 

海洋資源・エネルギー等の開発・利用のための取組（j-Ocean）、海洋権益の保全・

確保に関する取組とともに、造船・海運の技術革新（i-Shipping）等を推進する。 

（海洋資源開発市場への参入及び海洋エネルギー開発等の推進（j-Ocean）） 

・ 海洋資源開発分野におけるビジネス拡大に向けた技術開発の支援 

・ 洋上風力発電に係る維持管理の方法の基準や海のドローンの安全指針の策定等の推進 

・ 北極海航路の利活用に向けた環境整備の推進 

（海洋権益の保全・確保） 

・ 海洋開発等を支える特定離島における港湾の整備・管理の推進及び研究利用の支援 

・ 沖ノ鳥島の管理体制の強化を目的とした観測拠点施設の更新等の推進 

・ 海洋権益の確保を目的とした広域かつ詳細な海洋調査、精緻な海洋情報の整備の推進 

（造船・海運の技術革新の推進（i-Shipping）） 

・ 船舶の開発・設計から建造・運航に至る全段階での生産性向上に向けた取組推進 

・ 自動運航船の導入に向けた環境整備の推進 

（国民の理解の増進） 

・ 海の日やニッポン学びの海プラットフォームを通じた国民の海洋への理解増進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産性革命プロジェクト i-Shipping と j-Ocean 

～「海事生産性革命」強い産業、高い成長、豊かな地方～ 

情報技術等を活用することで船舶の設計、建造、運航に至る全ての段階で生産性の向上等

を図る「i-Shipping」の更なる推進に向け、平成 30 年度は自動運航船の導入に向けた環境整備

に着手するなど、日本の造船業の国際競争力強化に取り組んでいきます。（目標：2025 年世界

建造シェア 30％、売上 6 兆円） 

また、海洋開発分野の船舶等の設計、建造から操業に至るまで幅広く技術力向上等を図る

「j-Ocean」の一層の強化に向け、平成 30 年度は我が国の高い技術力の結集によりパッケージ

化製品等の開発を支援するなど、より付加価値の高いビジネスの実現に取り組んでいきます。

（目標：2020 年代売上計 4.6 兆円） 

 



 

（４）現場を支える技能人材の確保・育成等に向けた働き方改革等の推進 

 

(a)建設業、運輸業、造船業における人材確保・育成、物流の生産性向上  

［42億円（1.31）］ 

現場を支える技能人材の確保・育成や生産性の向上のため、適切な賃金設定等の処

遇改善、教育訓練の充実、外国人の活躍促進等の働き方改革等を官民一体で推進する。 

（建設業） 

・ 社会保険加入の徹底・定着を図るための取組の推進 

・ 職人の安全・健康の確保に向けた取組の推進 

・ 優れた技能者を雇用・育成し、施工能力の高い専門工事企業が選ばれる環境の整備 

・ 建設分野の外国人材の適正活用に向けた巡回指導や管理システムの運営等の推進 

・ 適正な工期設定等による長時間労働の是正や週休２日確保等の取組の推進 

・ 中小・中堅建設企業の生産性向上に向けた協業化や技能者の多能工化への支援 

（運輸業） 

・ タクシーのサービス改革や整備事業の生産性向上を通じた労働環境の改善の推進 

・ バスの運行管理の高度化や地域・業種を超えた大型車ドライバーの融通の推進 

・ 操縦士の養成・確保に向けた航空大学校の養成規模拡大や民間との連携等の推進 

・ 船員の確保・育成の推進及び離船職員に対する就労復帰等の支援 

（造船業） 

・ 造船業における技術・技能者の確保・育成や外国人材の適正な活用 

（物流の生産性向上） 

・ モーダルシフト等の連携・協働の促進、国際物流のシームレス化・標準化の推進 

・ トラック輸送における荷主との連携による長時間労働の是正に向けた取組の支援 

・ 船舶管理会社の活用、省エネ船舶の普及等を通じた内航海運の活性化の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



生産性革命プロジェクト 物流生産性革命 

～効率的で高付加価値なスマート物流の実現～ 

物流生産性革命では、荷主協調のトラック業務改革など「業務効率の改善」、受け取りやすい

宅配便、物流システムの国際標準化の推進など「付加価値の向上」を推進し、物流事業の労働

生産性を 2 割程度向上させることを目標としています。また、平成 29 年 7 月には「総合物流施

策大綱（2017 年度～2020 年度）」が閣議決定されました。同大綱の目指す、社会構造やニーズ

の変化に対応できる「強い物流」を構築するため、関係省庁と連携し、物流生産性の向上に向け

た取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国の物流を取り巻く現状 
■ 天井高さ３ｍでは、７０％以上の 

路線トラックが屋内駐車場に入れない 
■ １運行で２時間弱の

荷待ち時間が発生 
■トラックの輸送能力の約６割は未使用 

■ 約４割の荷役業務で 

対価が支払われていない 
■ アジア等の新興国では高品質な 

コールドチェーン等が構築されて 

いない国が存在 
■ 宅配便の約２割は再配達 

（出典）国土交通省「自動車輸送統計年報」 

～３０分
22.5%

３０分～

１時間
22.4%

１時間～

２時間
26.4%

２時間～

３時間
13.6%

３時間～
15.1%

1運行あたりの

荷待ち時間の分布

平均時間

1時間45分



 

(b)AI や新技術の導入による i-Construction の取組の拡大 

［33億円（4.86）］ 

AI等の新技術の開発・現場導入やICT工種の拡大及び現場施工の効率化に向けた基

準類等の整備、施工時期の平準化といったi-Constructionの取組を拡大する。 

・ 新技術の現場導入に向けた工事施工と一体となった実証的な新技術開発の推進 

・ AIの活用やロボットの導入等による建設生産・管理システムの高度化 

・ 企業・大学等における現場向け新技術開発への助成及び国等の研究施設の機能強化 

・ i-Construction推進コンソーシアムによる新技術の導入や３次元データの活用の推進 

・ 地方公共団体や中小建設業者におけるICT活用の普及・拡大の推進 

・ 地下空間に関する安全技術の確立に向けた地盤情報の収集・共有・利活用等の推進 

・ 衛星測位システム（GNSS）を用いた標高決定による測量現場の生産性向上 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産性革命プロジェクト i-Construction の推進 

建設業は社会資本の整備の担い手であると同時に、社会の安全・安心の確保を担う、我が国の

国土保全上の必要不可欠な「地域の守り手」です。 

人口減少や高齢化が進む中でも、建設業がこれらの役割を果たせるよう、国土交通省では調

査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの全ての建設生産プロセスで ICT 等を活用

する i-Construction を推進し、2025 年度までに建設現場の生産性の 2 割向上を目指しています。 

具体的には、ICT を導入する工種の拡大に取り組んでいるほか、産官学連携の i-Construction

推進コンソーシアムによる革新的な技術の現場導入や 3 次元データの活用の推進、さらに現場施

工の効率化や施工時期の平準化等の取組によって生産性向上を推進しており、「給与が良い」「休

暇がとれる」「希望がもてる」魅力ある建設現場の実現を目指します。 

 

 

【生産性向上イメージ】 

※上記のほか、現場施工の効率化等の取組により、 

生産性向上を推進し、働き方改革を実現 

 

平
準
化 

トータルステーション ブレードの自動制御 

プリズム位置の計測 

全方位プリズム 無線による位置情報データの送信 

コントローラ 

ＩＣＴ土工 ＩＣＴ舗装 ＩＣＴ浚渫 



2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、その準備 

とスムーズな運営に資するため、東京都や大会組織委員会、また各省庁等と連携し 

ながら、セキュリティ・防災対策、円滑な輸送対策、バリアフリー化の推進、訪日 

促進等の面で積極的に対応していきます。また、2019 年に迫ったラグビーワールド 

カップに向けて、大会会場となる都市公園のスタジアム改修等を推進していきます。 

 

         

 

（５）オリンピック・パラリンピック東京大会等に向けた対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新飛行経路案（南風時） 

(離着・着陸合計： 

８０回→９０回/時） 

南風運用の場合 

約４割(年間平均) 
 

南風時新経路の運用時間 

１５：００～１９：００ 

（切替時間を含む） 


